
平成２４年１０月９日 

「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

に対するご意見をお聴かせください 

 

～「『成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）』に対する 

関係住民からの意見を聴く場」の開催について～ 

 

 国土交通省東北地方整備局では、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目

（以下「実施要領細目」という。）に基づき成瀬ダム建設事業の検証に係る検討を進めてお

ります。 

 このたび、平成２４年９月２１日開催の第４回「成瀬ダム建設事業の関係地方公共団体か

らなる検討の場」における検討を踏まえ、「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素

案）」（以下「報告書（素案）という。」を作成しました。この報告書（素案）に対する意見

を聴く場を開催しますので、関係住民の方のご意見をお聴かせください。 

 

※【意見の発表には事前申し込みが必要です】 

 

１．意見聴取対象  

「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

上記「報告書（素案）」については、下記「８．閲覧又は資料の入手方法」により 

閲覧または入手が可能です。 

 

２．意見聴取対象者 

  雄物川流域内市町村に在住の方 

 

３．意見を聴く場の開催日時、開催場所 

・意見を聴く場のいずれの会場もご参加いただくことは可能ですので、会場においてご

意見をお聴かせください。なお、別紙－５の「報告書（素案）に対するご意見の発表

にあたっての留意事項」にありますように、ご意見の発表はお一人につき３会場のい

ずれか１会場において１回とします。 

・意見を聴く場は、公開で行いますので傍聴も可能です。 

・報告書（素案）は、下記「８．閲覧又は資料の入手方法」によりご覧いただくことが

できます。 

・なお、意見の発表を希望する方の人数によっては、開催時間等を含め調整させていた

だく場合があります。 
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   ①東成瀬村会場 

     開催日時：平成２４年１０月２２日（月） 

１８：００～２０：００（受付は１７：３０より） 

     開催場所：東成瀬村山村開発センター 大集会室 

     〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下３０－１ 

 

    ②横手市会場 

      開催日時：平成２４年１０月２４日（水） 

１８：００～２０：００（受付は１７：３０より） 

      開催場所：横手市栄公民館 和室 

      〒013-0051 秋田県横手市大屋新町字堂ノ前３２－１ 

 

     ③大仙市会場 

      開催日時：平成２４年１０月２７日（土） 

１０：００～１２：００（受付は９：３０より） 

      開催場所：大仙市仙北ふれあい文化センター １階 談話室 

      〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字元田茂木７－１ 

 

各会場の場所（地図）については、別紙―１，２，３をご参照ください。 

 

４．受付方法 

 ・報告書（素案）に対しての意見の発表を希望される方は、次の方法で申し込みくださ

い。 

   方法：事前申し込み（平成２４年１０月１８日（木）１７時必着） 

      別紙―４「応募用紙」により、下記のとおり、郵送・ＦＡＸ・電子メール 

      のいずれかの方法でご提出ください。 

 

５．提出先 

    東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 開発調査課 宛 

（１）郵送の場合：〒０１２－０８６２ 秋田県湯沢市関口上寺沢 64-2 

（２）ＦＡＸの場合：０１８３－７２－９７２２ 

（３）電子メールの場合：yuzawa@thr.mlit.go.jp 

   （件名に、「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する意見

を聴く場」と明記してください。 

 

 

 



６．当日の受付 

  ・会場にお越しの際は、会場で受付をお願いします。 

  ・報告書（素案）に対しての意見の発表を希望される方は、上記「３．意見を聴く場の

開催日時、開催場所」の会場受付で、事前申し込み済みであることを係の者に申し出

てください。なお、その際には発表の順番をお伝えしますのでご確認ください。 

・傍聴は３０名程度とし、会場に入りきれない場合は、先着順とさせていただきます。 

 

７．当日の意見聴取方法 

  ①ご意見をお聴きするのに先立ち、報告書（素案）の概要説明を行います（３０分程度） 

  ②①の後、意見の発表をされる方は、受付の際にお伝えした順番で発表をお願いします。 

  ③意見の発表にあたっては、別紙―５の「報告書（素案）に対するご意見の発表にあた

っての留意事項」を確認の上、発表をお願いいたします。 

 

８．閲覧又は資料の入手の方法 

   報告書（素案）を下記の方法で閲覧又は入手して頂くことができます。 

○インターネットによる閲覧又は資料入手 

    ・インターネットによる閲覧又は資料を入手される場合は、国土交通省東北地方 

     整備局湯沢河川国道事務所ホームページをご覧下さい。 

     http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/06_dam/dam_kentou/index.htm 

 

   ○閲覧場所での資料の閲覧 

閲覧期間：平成２４年１１月２日（金）まで 

（別途「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する意見

聴取の実施について」の閲覧期間に同じ） 

・閲覧場所で資料を閲覧される場合は、別紙―６の「報告書（素案）の閲覧場所に

ついて」に示す場所及び時間において閲覧できますので、ご活用ください。 

  ・閲覧場所に備え付けの閲覧資料は、貸し出しできませんのでご了承ください。 

 

９．参考 

   ○成瀬ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場 

これまでの「成瀬ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の開催状況

につきましては、以下のアドレスからご参照ください。 

http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/06_dam/dam_kentou/index.htm 

 

 

 

 

  〈問い合わせ先〉 

  国土交通省 東北地方整備局河川部 代表 TEL 022-225-2171 

水災害予報企画官  岩崎 等（内線 3521） 



別紙－１ 

東成瀬村山村開発センターへのアクセス 

 

 

【所在】 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下３０－１ 

 

【電話】 ０１８２－４７－３４００（東成瀬村役場総務企画課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙－２ 

横手市 栄公民館へのアクセス 

 

 

 

【所在】 秋田県横手市大屋新町字堂ノ前３２－１ 

 

【電話】 ０１８２－３３-５３２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙－３ 

大仙市仙北ふれあい文化センターへのアクセス 

 

 

 

【所在】 秋田県大仙市堀見内字元田茂木７－１ 

 

【電話】 ０１８７－６９－３３３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙－４ 

 

 

応 募 用 紙 
 

 （受付番号：         ） 

受付番号はこちらで記入しますので記入しないで下さい。 

 

 

国土交通省東北地方整備局 

湯沢河川国道事務所 開発調査課 宛 

 

 

「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書 (素案) 」について、意見を述べ

たいので、次のとおり応募します。 

 

 

（ふりがな） 

氏名                    

 

住所  秋田県          市 ・ 町 ・ 村 

 

年代 （○で囲んで下さい） 10 代・20 代・30 代・40 代・50 代・60 歳以上 

 

性別 （○で囲んで下さい）  男性 ・ 女性 

 

よろしければ連絡先をご記入願います。 

 

 電話番号                

 

 

【意見の発表を希望する会場】（希望される会場を○で囲んで下さい） 

 

会場： ①東成瀬村会場 ②横手市会場 ③大仙市会場  



別紙－５ 

 

「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に 

対するご意見の発表にあたっての留意事項 

 

 

「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」について、雄物川流域内市町

村に在住の方からご意見をお聴きするものです。 

 

（発表にあたっての留意事項） 

 

１）意見の発表は、お一人につき３会場のいずれか１会場において１回とします。 

２）意見の発表は、お一人につき５分程度で行って下さい。次の方の発表もありますの

で時間厳守でお願いします。 

３) 意見の発表時間は、全体で９０分程度としています。 

４）意見を聴く場は、公開で行います。 

５）意見の発表者は意見を聴く場において、ビラ、チラシ等の配布及び掲示等はできま

せん。 

６）意見の発表者は意見を聴く場での質問はできません。 

７）関係住民の皆様からいただいたご意見については、個別にお答えすることはできま

せんので、その旨ご了承願います。 

８）述べられた内容については、後日確認をすることがあります。 

９）意見の発表において下記に該当する内容については無効といたします。 

  ・個人や特定の企業、団体を誹謗中傷するような内容 

  ・個人や特定の企業、団体の財産及びプライバシーを侵害する内容 

  ・個人や特定の企業、団体の著作権を侵害する内容 

  ・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容 

  ・営業活動等営利を目的とした内容 

10）他の方の発言の支障とならないよう、開催中のご発言はご遠慮下さい。進行に支障

があると判断される場合は、ご退室いただく場合があります。 

11）意見の発表は、事務局の記録として撮影及び録音を行います。 

12）述べられたご意見とともに属性（年齢・性別）、住所のうち市町村名を公表する場

合があります。 

 

 

 



 別紙－６  

◆ 「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」の閲覧場所について                                                          

地   域 機   関 閲  覧  場  所 住   所 備   考 

秋田市内 国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所  秋田県秋田市山王一丁目１０－２９ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 茨島出張所  秋田県秋田市茨島五丁目６－２８ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 秋田市 建設部 道路建設課 秋田県秋田市山王一丁目１－１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 秋田市 北部市民サービスセンター 市民窓口 秋田県秋田市土崎港西５丁目３－１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 秋田市 西部市民サービスセンター 市民窓口 秋田県秋田市新屋扇町１３－３４ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 秋田市 河辺市民サービスセンター 市民窓口 秋田県秋田市河辺和田字北条ヶ崎３８－２ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 秋田市 雄和市民サービスセンター 市民窓口 秋田県秋田市雄和妙法字上大部４８－１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

横手市内 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 十文字出張所 秋田県横手市十文字町字西上３８－３ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 建設部 建設監理課 秋田県横手市条里一丁目１－１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 横手地域局 産業建設課 秋田県横手市中央町８－２ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 増田地域局 産業建設課 秋田県横手市増田町字土肥館１７３ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 平鹿地域局 産業建設課 秋田県横手市平鹿町浅舞字浅舞３９３ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 雄物川地域局 産業建設課 秋田県横手市雄物川町今宿字嶋田１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 大森地域局 産業建設課 秋田県横手市大森町字大中島２６８ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 十文字地域局 産業建設課 秋田県横手市十文字町字海道下７ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 山内地域局 産業建設課 秋田県横手市山内土渕字二瀬８－４ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 横手市 大雄地域局 産業建設課 秋田県横手市大雄字三村東１８ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

湯沢市内 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 湯沢市 建設部 建設課 秋田県湯沢市佐竹町１－１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 湯沢市 稲川総合支所 地域振興班 秋田県湯沢市川連町字上平城１２０ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 



地  域 機  関 閲 覧 場 所 住  所 備  考 

湯沢市内 湯沢市 雄勝総合支所 地域振興班 秋田県湯沢市横堀字下柴田３９ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 湯沢市 皆瀬総合支所 地域振興班 秋田県湯沢市皆瀬字沢梨台５１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

大仙市内 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 大曲出張所 秋田県大仙市大曲金谷町２５－４０ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 大仙市 建設部 道路河川課 秋田県大仙市大曲花園町１－１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 大仙市 神岡支所 農林建設課 秋田県大仙市神宮寺字蓮沼１６－３ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 大仙市 西仙北支所 農林建設課 秋田県大仙市刈和野字本町５ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 大仙市 中仙支所 農林建設課 秋田県大仙市北長野字茶畑１４１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 大仙市 協和支所 農林建設課 秋田県大仙市協和境字野田４ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 大仙市 南外支所 農林建設課 秋田県大仙市南外字下袋２１８ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 大仙市 仙北支所 農林建設課 秋田県大仙市高梨字田茂木１０ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 大仙市 太田支所 農林建設課 秋田県大仙市太田町太田字新田田尻３－４ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

羽後町内 羽後町 建設課 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野１７７ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

東成瀬村内 東成瀬村 成瀬ダム課 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下３０－１ 閲覧時間は８時３０分～１７時００分(土日、休日を除く) 

 

 

 

 




